
１.交付申請

２.暴力団排除

３.交付決定前の事業着手の禁止

４.重複申請の禁止

５.申請の無効

６.個人情報の取得及び提供に係る同意

７.申請内容の変更及び取下げ

８.現地調査等の協力

９.事業の不履行等

１０.免責

１１.事業の内容変更、終了

（２）　役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用
するなどしているとき。

（別紙１）誓約事項について

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。また、当方の個人情報（役員名
簿等）について、暴力団排除の確認のために、貴法人が所管官庁及び警察当局へ提供すること、並びに警察当局から当該情報の回答を受
けることに同意します。

（１）　法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体であ
る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員
をいう。以下同じ。）であるとき、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅・集合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業）（以下「本事業」という。）交付
規程及び公募要領の内容を全て承知の上で、申請者、手続きに関する連絡の窓口となる者（以下「連絡窓口」という。）の役割及び要件等
について確認し、了承している。

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付申請を一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下
「ＳＩＩ」という。）に提出するにあたって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記の事項について誓約いたしま
す。
　この誓約が虚偽である又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、一切異議は申し立てません。

（３）　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営
に協力し、もしくは関与しているとき。

（４）　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（５）  自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、業務妨害行為等を行っているとき。

交付決定通知書を受領する前に本事業に着手した場合には、補助金の交付対象とならないことを了承している。

補助事業が事業の目的に適して公正に実施されているかを判断するための現地調査等に協力することを了承している。

他の国庫補助金等を重複して受給してはならないことを理解している。

申請及び提出書類一式について責任を持ち、虚偽、不正の記入が一切ないことを確認している。
万が一、違反する行為が発生した場合の罰則等を理解し、了承している。

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、別紙２の事項に同意している。

申請の提出後に申請内容に変更が発生した場合には、ＳＩＩに速やかに報告することを了承している。
万が一、違反する行為が発生した場合は、ＳＩＩの指示に従い申請の取下げを行うことに同意している。

申請者（又は補助事業者（連絡窓口含む）、以下同様。）がＳＩＩに連絡することを怠ったことにより、事業の不履行等が生じ審査が継続できな
いとＳＩＩが判断した場合は、当該申請者の申請及び登録を無効とすることができることを理解し、了承している。

ＳＩＩは、ＺＥＨビルダー/プランナー、ＺＥＨデベロッパー、申請者、その他の者との間に生じるトラブルや損害について、一切の関与・責任を
負わないことを理解し、了承している。

ＳＩＩは、国との協議に基づき、本事業を終了又はその制度内容の変更を行うことができることを承知している。



１.個人情報の取得について

２.取得する情報

３.利用目的

４.第三者への提供について

５.本事業における提供先及び利用目的、提供情報について

６.匿名加工情報の提供について

７．個人情報提供の任意性

８．外部委託

９．開示請求等について

（別紙２）個人情報の取得及び提供に係る同意

ＳＩＩは「２．」で取得した情報を、以下の場合及び「５．」へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行いません。
提供が必要となる場合は、事前に提供先と提供目的、提供する項目などを明示し、ご本人に同意いただいたものに限ります。
（ア） 法令により提供を求められた場合
（イ） 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
（ウ） 国の機関又は地方公共団体又はその委託先を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）は執行する令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住
宅・集合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業）（以下「本事業」という。）の実施のため、以下「２．」に記載する情報を本事業の実施期間
にわたり取得します。これらの取得した情報を、「５．」に記載する範囲・目的で提供することに、申請者は同意するものとします。
ＳＩＩの個人情報保護方針（プライバシーポリシー）は以下をご確認ください。
https://zehweb.jp/privacy/

ＳＩＩは、本事業の実施期間にわたり、以下の情報を取得します。
なお、ＳＩＩに提供する以下の情報に、申請者等が自ら取得した個人情報が含まれる場合、ＳＩＩへの提供及びＳＩＩから国等への提供に対
して適切な同意を取得するものとします。
（ア） 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス（以上、連絡窓口含む）、世帯人数、口座情報等の補助事業者情報
（イ） 建設所在地、地域区分、建築区分、年間日射地域区分、工法種別、延床面積等の建築地情報
（ウ） ＺＥＨ種別、外皮平均熱貫流率、冷房期平均日射熱取得率、導入設備種別等の性能情報
（エ） 一次エネルギー消費量（基準値、設計値、実績値）、発電量、売電量、買電量等のエネルギー使用情報及び金額
（オ） その他、本事業に必要な情報

ＳＩＩは「２．」で取得した情報を以下の目的で利用します。
（ア） 公募の審査、管理、連絡
（イ） 公募以降の本事業の審査、管理、事業進捗状況の把握
（ウ） ＳＩＩの各種情報案内、アンケート・調査の実施
（エ） 国及び「５．」に示す提供先への報告、省エネ・省CO2を目的とした調査・研究
（オ） その他、上記目的に付随する業務を行うため

＜相談窓口＞
一般社団法人環境共創イニシアチブ

個人情報取扱管理担当
p-support@sii.or.jp

国

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部

学校法人、行政機関、研究開
発を業とする法人・研究者

※１　氏名、電話番号等の直接的な個人情報を含まない場合でも、１：１で紐づく情報は個人情報として扱う
※２　「８．」に示す外部委託先は提供先として扱わない

本事業では、ＳＩＩから直接又はＺＥＨ Ｗｅｂ等で外部の研究機関等に対して、住宅における脱炭素化を支援し、もって２０５０年までの
カーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の構築を推進することを目的として、「２．」に記載する情報を、個人が特定できないよう
匿名加工を行った上で、提供する場合があります。
提供時には、利用目的を確認し、個人を特定するような行為を行わないことに対して同意を取得します。
ＳＩＩの匿名加工情報に関するポリシーに関しては、以下をご確認ください。
https://sii.or.jp/anonymous_processing/index.html

個人情報の提出がされない場合、利用目的を遂行できないことがあります。

「２．」で取得した情報を、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社へ、利用目的の達成に必要な範囲で委託す
ることがあります。委託会社に対しては、適切な取扱い及び保護を行います。

ＳＩＩにて、保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去
及び第三者への提供の停止等に誠実に対応いたします。手続きは下記の相談窓口までご連絡ください。ご請求内容を確認の上、対
応いたします。

①

②

③

ＳＩＩ

ＳＩＩ

ＳＩＩ

２．（ア）（イ）（ウ）
（エ）（オ）

本事業では、以下の表に示す提供先、利用目的で取得情報※１を匿名加工は行わずに提供します。各提供先に本事業で取得した情
報を提供する場合は、提供元と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、利用規約等の明示を行います。

２．（ア）のうち、市区
町村までの住所、
（イ）（ウ）（エ）（オ）

本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO２効
果の分析、製品・サービスの研究開発、その他省エネ・省CO
２に資する調査・研究

備考

-

-本事業の交付要件となるＪクレジット化手続き

-
住宅における脱炭素化を支援し、もって２０５０年までのカー
ボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の構築の推進に
対する学術・研究・調査・商品/サービス開発

提供先※２提供元 利用目的 提供情報

２．（ア）（エ）

直接的な個人情報の掲載は行いま
せん。

④ ＳＩＩ 一般
本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO2効
果の分析、製品・サービスの研究開発、その他省エネ・省
CO2に資する調査・研究

２．（ア）のうち、市区町
村までの住所、

世帯人数、（イ）（ウ）
（エ）（オ）


